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第５章 地域・職域における保健指導 

5－１ 地域保健と職域保健の保健指導の特徴 

（１）対象の生活の場に応じた保健指導 

地域保健においては、地域住民を対象とした保健指導を展開している。地域の

対象者の健康は、地域特性のある食生活や運動習慣等の生活環境や社会的要因

等の影響を受けており、そのことに配慮した保健指導が求められる。 

一方、職域保健では労働者を対象とした保健指導を展開している。職域保健の

主な対象者である労働者の多くは、一日の大半を職場で過ごしているため、労働

者の健康は配置や作業状況等、職場の環境に影響を受ける。そのため、対象者の

健康問題と職場の環境や職場の健康課題を関連付けた保健指導が展開されてい

る。 

しかし、地域保健の対象の中には労働に従事している者もいることや、また労

働者も職場を離れれば地域の生活者でもある。退職後には地域住民として国保

対象者となるが、高齢期に発症する生活習慣病は、就労年齢層における生活習慣

にその端を発していることが多い。また、雇用延長、高齢者の就労促進により、

これまで地域保健の「高齢者の健康づくり」の対象者となっている対象者が職域

保健に移行している。一方、高齢就労者においては正規雇用よりもパートタイム

雇用が増えるため、地域と職域が協力して健康づくり支援にあたることも効果

的である。 

さらに、在宅勤務の普及に伴い、運動不足、体重増加、メンタル不調などの新

たな健康状態の問題を生じている者も少なくなく、地域における健康づくり事

業（運動教室や栄養教室等）につなげることも重要である。そのため、生活と労

働の視点を併せた保健指導を展開していくことが必要である。 

 

（２）組織体制に応じた保健指導 

地域保健では、それぞれの市町村における財政状況や人的資源、社会資源等が

異なっているため、提供できるサービスやその方法は異なり、保健指導はそれぞ

れの体制、方法で展開している。市町村では、健診・保健指導を効果的に実施す

るためには、国保部門と衛生部門が十分な連携を取って互いに協力しながら保

健指導等を展開することが非常に重要である。また、高齢期の要介護状態と生活

習慣病との関連も深く、介護保険部門との連携により健康課題の明確化と、住民

への訴求性を高めることができる。 

一方、職域保健では、財政状況や人的資源、社会資源等が異なるため、保健指

導はそれぞれの体制、方法で展開されており、加えて、事業主によりその展開は
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異なり、職域ごとの保健指導の実施体制を考慮した効果的な保健指導を行う必

要がある。 

効果的な生活習慣病予防対策は、事業所の活性化、企業のＣＳＲ（corporate 

social responsibility）にも関係するものである。保健指導の展開には、事業者

（人事労務担当者、職場管理職等）が労働者の健康を価値あるものと考えること

が重要であり、それらの者と連携し、健康経営の視点も考慮しながら、職場にお

ける健康支援の意義や就業時間内の実施等への理解を得る必要性がある。また、

業種・職種による特徴的な健康課題にも配慮することが重要である。 

 

（３）対象者に対するアクセス 

（１）及び（２）に示した内容を踏まえ、対象者が保健指導に参加しやすい時

間、場所、方法等を考慮し、保健指導対象者が確実に保健指導を受けられるよう

な取組を目指す必要がある。そのため、確実に保健指導につなげていくために、

保健指導を利用しない理由を把握したり、家族や事業者（人事労務担当者、職場

管理職）等の協力を得たりすることも重要である。 

また、健診未受診者については、地域保健では、職域保健と比較して対応が困

難な場合が多い。地域保健では、健診未受診者に対する家庭訪問は、最も効果的

と考えられる方法であることから、可能な限り行っていくことが望ましい。 

一方、職域保健では対象者が職場に存在する場合もあるが、業種によっては、

一定の場所に集まっているわけではなく、また、業務に従事しているため保健指

導を受けにくい状況もある。健診・保健指導の実施前から質問票を配布し、健診

当日に的確な保健指導、さらには健康教育につなげることができる場合もある。

しかし、全ての労働者に保健指導を実施できない場合もあり、状況に応じて複数

年度での対応や未受診者への対応等、職域ごとの保健指導の実施体制を考慮し

た効果的な保健指導を行う必要がある。さらに、データを経年的に管理し、過去

の推移を考慮した保健指導を展開することや、健診前に質問票を配布・回収し、

より個別的で具体的な保健指導を実施できるよう工夫すれば、効果的な保健指

導を展開していくことが可能である。 

また、複数年にわたって健診を受診していない者や、保健指導レベルに該当し

ても利用につながらなかった対象者を特定し、重点的にアプローチする等の方

法が考えられる。 

なお、職域保健においては、被扶養者へのアプローチも重要である。コラボヘ

ルスの観点から保険者と事業主が協力して被扶養者に働きかけを行うことや、

保険者と地域が連携して被扶養者が地域の医療・保健指導実施機関等で保健指

導を受けやすい体制を構築するなど、被扶養者の状況を把握し、その状況に応じ

たアプローチ方法等を工夫することが必要である。 
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（４）保健指導の評価 

地域では、国保部門だけでなく、衛生部門等の他部門も関係し、保健指導が実

施されている。保険者が地域住民の健康課題を的確に分析・評価するためには、

国保部門・衛生部門・介護保険部門等の連携が重要である。 

一方、職域が実施する保健指導は、就労上の配慮等に重点が置かれている。し

かし、職場と住居地域が異なることも考えられ、地域における生活習慣病予防に

関する健康課題を捉え、地域特性を含めて評価する視点を持ちにくい。今まで以

上に、保険者協議会や地域・職域連携推進協議会の活動を深め、県単位、地域単

位での評価を行う必要がある。 

地域・職域連携推進協議会や保険者協議会等で、地域・職域のデータを共同分

析して全国や地域別データと比較しながら評価を行い、協議会に実務担当者を

含めることや、人材育成や良好な外部委託先についての情報交換を行う等、スト

ラクチャー（構造）の改善に努めている事例も増えている。今後、連携の一層の

推進が期待される。 

 

（５）ポピュレーションアプローチと社会資源の活用による支援 

保健指導をより効果的に行うためには、地域における健康課題に応じて支援

することはもちろん、ポピュレーションアプローチを併用し複合的に行うこと

や、地域の医師会や看護協会、栄養士会等の団体とも連携し、社会資源を効果的

に活用することが必要である。 

職域では、主な対象者である労働者が職場に存在することからポピュレーシ

ョンアプローチの取組が比較的容易な場合もある一方で、労働者の健康に対す

る事業主の考え方や職場内の活用できる資源が限られることや、職種や業種に

よる時間的制限等から、効果的な実施が困難な場合もある。保健指導後のフォロ

ーアップが必要であるが、それぞれの事業所での社会資源が不十分な場合には、

対象者が生活している地域の社会資源の活用も考慮する必要がある。しかし、労

働者の就業時間等の観点からは、地域の社会資源が現実的に活用しにくいこと

も多い。地域と有機的な連携を取りながら社会資源を効率的に活用していくこ

とが重要である。 
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5－２ 地域・職域連携による効果 

（１）健診・保健指導における地域・職域連携の効果 

地域と職域はそれぞれの資源の範囲の中で保健指導を展開してきた。一方、近

年、地域と職域が保健指導に利用できる資源を共有することにより、利用できる

サービスの選択肢を増大させている事例が増えている。具体的には、それぞれの

有する保健指導のための教材、フォローアップのための健康教育プログラムや

施設、さらには地域、職域それぞれで展開されてきた保健指導の知識と技術を有

する人材の活用や、研修の合同開催等の人材育成の効率化等が考えられる。これ

らは、対象者がサービスを主体的に選択し、行動変容とそれを維持する可能性を

高めるものとして期待できる。また、地域、職域とも費用、人的資源の効率的な

運用が期待される。 

これまで、地域と職域は退職や転職・転居等を区切りにそれぞれの場で保健指

導が展開されてきた。こうした中、平成26年度には、都道府県単位で設置され

ている保険者協議会が法定化され、また平成27年度からは特定健診等データや

レセプトデータを活用した効果的・効率的な保健事業が進められており、保険者

との連携事業を推進している自治体も増加している。また、オンライン資格確認

等システムを活用し、保険者間で特定健診等データの引継ぎが促進されると、保

険者のみならず、対象者にとっても、過去の特定健診等の結果や病歴等の特性に

応じた保健事業や保健指導を受けることが可能になる等の利点が期待される。

なお、地域・職域連携の基本的理念や連携の在り方、具体的な取組実施のために

必要な事項、地域・職域連携推進協議会の効果的な運営方策等については、 

「地域・職域連携推進ガイドライン」（https://www.mhlw.go.jp/conten

t/000962558.pdf）及び「地域・職域連携推進事業の進め方 地域特性に

応じた効果的な展開のために」（https://www.mhlw.go.jp/content/0009

62559.pdf）を参照されたい。 
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（２）健診・保健指導における地域・職域連携のための方策 

今後は、健診・保健指導において有機的な連携が必要となる。地域と職域それ

ぞれが健診・保健指導に関して、対象となる集団の生活習慣病予防に関する課題

を明確にし、活動計画を立案する。その上で、実際の展開で共有できる部分と協

力できる部分、独自で行うことがよい部分について情報交換の機会をもち、進め

ていくことが必要である。そのためには、保険者協議会、都道府県や二次医療圏

の地域・職域連携推進協議会を活用することも有効である。 
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【参考】地域・職域連携推進事業の意義 

厚生労働省 地域・職域連携推進ガイドライン（令和元年 9 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域・職域連携推進協議会 

連携 

課題・取組の
共有 

職域 
【取組（例）】 

●特定健診・保健指導 

●健康増進法に基づく健（検）診（がん検診等） 

●健康教育・保健指導 等 

【取組（例）】 

●特定健診・保健指導 

●労働安全衛生法に基づく定期健診 

●ストレスチェック 

●両立支援 等 

PDCA サイクルに基づいた具体的な取組 

健康寿命の延伸や 
生活の質の向上 

【関係機関（例）】 

・都道府県  ・看護協会 

・市区町村  ・栄養士会 

・医師会   ・国民健康保険団体連合会 

・歯科医師会 ・住民ボランティア 等 

・薬剤師会 

【関係機関（例）】 

・事業場      ・産業保健総合支援センター 

・全国健康保険協会 ・地域産業保健センター 

・健康保険組合   ・地方経営者団体 

・労働局      ・商工会議所 

・労働基準監督署  ・商工会 

（１）現状分析 （４）連携内容の決定及び提案 
（２）課題の明確化・目標設定 （５）連携内容の具体化・実施計画の作成 
（３）連携事業のリストアップ （６）連携事業の実施 

（７）効果指標並びに評価方法の設定 

地域・職域連携のメリットの共通認識 
１）効果的・効率的な保健事業の実施 

（１）地域及び職域が保有する健康に関する情報を共有・活用することにより、地域全体の健康課題をより明確に把握することが可能となる。 

（２）保健サービスの量的な拡大により対象者が自分に合ったサービスを選択し、受けることができる。 

（３）保健サービスのアプローチルートの拡大に繋がり、対象者が保健サービスにアクセスしやすくなる。 

（４）地域・職域で提供する保健サービスの方向性の一致を図ることが可能となる。 

２）これまで支援が不十分だった層への対応 

（１）働き方の変化やライフイベント等に柔軟に対応できる体制の構築により、生涯を通じた継続的な健康支援を実施することが可能となる。 

（２）被扶養者等既存の制度では対応が十分ではない層へのアプローチが可能となる。 

（３）小規模事業場（自営業者等も含む）等へのアプローチが可能となり、労働者の健康保持増進が図られる。 

生産性の向上 医療費の適正化 

目指すところ 

地域 


